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研究成果の概要（和文）：本研究では、医療技術の進歩に対するアクセスをいかに担保すべきか

について、「リスク」と「費用」の観点から経済学的な研究を行った。新しい医療技術へのアク

セスにおける「リスク」と「費用」の定量化にあたっては、独自のアンケート調査を実施した

うえで、仮想的市場法を用いた選択実験を行った。また新しい医療技術をいかに生み出すかに

ついて、研究開発側に立った分析も行った。 
 
研究成果の概要（英文）：We economically studied how we should keep accesses to medical 
technology advances from viewpoint of “risk” and “cost”. Quantifying risk and cost to new 
medical technologies, we conducted original survey for people and analyzed using choice 
experiment based on contingent value method (CVM). Additionally, we analyzed how we 
should produce new medical technologies from viewpoint of R&D. 
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１． 研究開始当初の背景 
科学技術基本法の施行を背景に、基礎科学

に対する公的支援が強化された。特に医療

技術の進歩に大きく関係するライフサイエ

ンスの基礎研究に関しては、重点的な投資

がなされている。これにより、一層の医療

技術のイノベーションが期待されている。 
しかしながら、医療技術が進歩しても、そ

れにアクセスするための医療保険制度は十

分整備されているとはいえない。新薬・新

技術が保険診療の対象になるまでにはタイ

ムラグがあるうえに、保険外診療として受

診する場合、保険診療部分も自己負担とな

る規制がある（混合診療の禁止）。 
こうした規制の背景には、いくつかの根
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拠がある。主に 2 つあげるとすれば、1 つ

は公平性の問題であり、もう 1 つは安全性

の問題である。公平性の問題に関しては、

混合診療を認めた場合、支払い能力によっ

て自由診療にアクセスできる人とできない

人が生じるという意味での医療格差が指摘

される。安全性の問題に関しては、自由診

療は診療報酬体系の範囲外であることから、

安全性が十分担保されていない医療が拡散

する可能性が指摘される。 
しかしながら、公平性の問題に関しては

理論的にも実証的にも混合診療の解禁によ

って支払い能力によって医療アクセスに格

差が生じるとは言えず、むしろ混合診療を

禁止することによる医療格差の可能性が示

されている（下記拙稿[1]～[6]）。 
 ただし、安全性の問題に関しては十分な

方策が検証されてきたとはいえない。新

薬・新技術はその安全性や有効性について

リスクはあるかもしれないが、保険診療外

の新薬・新技術を試そうとする患者は、も

はや保険診療では効果が見込めないがため

に、あえてそうした医療を選択している。

重要なのは、患者および国民の側に、どれ

だけ新薬・新技術に対するリスクの許容度

やリスクの認識があるかどうか、またリス

クを取る際の患者、医療機関、行政側の役

割に関する制度の在り方であろう。  
本研究はこうした状況を踏まえながら、

新薬・新技術の利用に際してどれだけのリ

スクを許容するか実証的に明らかにすると

共に、医療におけるリスクに対して国民が

どのような認識を持っているか、およびそ

の背景について掘り下げて分析する。 
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２.研究の目的 
医療技術の進歩に対するアクセスをいかに

担保すべきかについて、「リスク」と「費用

負担」の観点から経済学的に研究する。特

に新薬・新技術の利用に関する「リスク許

容度およびリスクの認識」と「支払い意思」

について定量的に明らかにする。加えてど

のような個人属性が、新しい医療技術への

アクセスを選択する際に影響を及ぼすかに

ついても明らかにする。 
 
３.研究の方法 
(1)医療技術を生み出すことからそれにア

クセスするまでの過程を考察するとともに、

具体的にどのような問題があるのか文献サ

ーベイを行った。 



 
(2)一般国民を対象に健康や医療に関する

独自のアンケート調査の設計を行った。具

体的には専門の調査会社に委託したモニタ

ー型インターネット調査を利用した。調査

時期は 2011 年 3 月 23 日～28 日（6 日間） 
である。調査会社に登録している 30～60
歳代のモニター約 117 万人のなかから、日

本の代表的な人口推計に基づき、各年代の

人口構成比と同じ割合でサンプルを得られ

るように、調査会社の過去の他調査の回収

率を考慮して、調査対象を抽出する調整 し
つつ、ランダムに抽出した（調査対象者 6
万人）。最終的に 2657 人から回答を得られ

た（回収率 4.4%）。 
調査の実施は民間の定評あるインターネ

ット調査会社に依頼し、大規模なサンプル

を確保した（2657 人）。この調査では個人

の基本属性の他、健康状態や既往症、リス

ク認知度などについて質問するとともに、

未実現医療技術（花粉症ワクチン、新しい

抗がん剤、子宮頸がんワクチン）について

の選択実験を行った。具体的には仮想的市

場法に基づく選択実験を行い、新しい医療

技術を選択する際に、どのような要素を重

視するのかを条件付ロジットモデルにて実

証的に分析した。以下、花粉症ワクチンの

ケースを取り上げて説明する。選択実験の

デザインとして、花粉症ワクチンを次に様

な属性と水準で特徴づけた。 
 
表 1 選択実験の属性と水準 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
４.研究成果 

(1)サーベイを通じて、本研究の問題意識を

改めてフォローすることができた。医療技

術の進歩については、研究開発の側からの

検証と、医療保険制度の側からと、両面か

らのアプローチが必要である。研究開発に

おいては、大学・公的研究機関と企業との

連携のほかに、医師の役割が重要であるこ

とが改めて分かった。医師は基礎研究と臨

床研究をつなぐトランスレーショナルリサ

ーチにおいて不可欠な人材であるが、現状

では医師がトランスレーショナルリサーチ

に参加するうえでどのような問題があるが、

データを用いて検証した。また他にも制度

上、医療技術の進歩を促進していくうえで

どのような問題があるのかを考察した。 
 
(2)花粉症ワクチンに関する限界支払意思

額を計算したところ（弾性値）、投与方法の

改善については 0.33%の価格上昇を受け入

れる意思が見られる。それに対して月当た

りの通院回数が 1 回ふえると 0.83%の価格

下落がなければ選択しない。期間について

は1ヶ月伸びると 0.57％の価格下落がなけ

れば選択しない。副作用リスクに関しては

最も大きく 0.01（1％）増えると、7.8％の

下落がなければ選択しない。以上の結果を

まとめると、花粉症ワクチンの特徴につい

て、副作用リスク＞月当たり通院回数＞通

院期間＞投与方法、の順で重視しているこ

とがわかる。 
 
表 2 限界支払意思額（弾性値） 
投 与 方

法 
回数 期間 副作用リ

スク 
0。3390  -0。8367  -0 。

5802  
-7。9088  

 



以上の推計に基づき、予測値を求めたうえ

で、価格ごとのワクチンの選択確率を導出

し、需要曲線を描いた。価格と選択確率は

右下がりの関係にあり、予想通りである。

特に 1 回あたり 2000 円を超えると急速に

選択確率は下がる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 全サンプルの需要曲線 
 
投与方法別、通院回数別、通院期間別、副

作用リスク別の需要曲線も描いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 投与法別の需要曲線 
 
投与方法（内服、注射）の間には若干、内

服である場合に需要が高いという差がある

が、ほとんど大きな違いはない。 

 さらにどのような人が花粉症ワクチンの

接種をするか分析するため、いくつかの個

人属性とプロファイルの属性変数から構成

した交差項をいれた分析を行った。所得制

約に鑑み、価格と所得（世帯）の交差項を

導入した。所得が高いほど、ワクチン価格

が高くなっても受診すると予想される。所

得は 1 を加えて対数化している。また先の

分析結果から、月当たりの通院回数が増え

るほど選択確率が大きく下がることを鑑み、

「就労しているかどうか」との交差項を作

成した。就労していれば、通院することの

機会費用が大きくなり、選択確率が低くな

ると考えられる。また副作用リスクに対す

る選好をみるため、「リスク回避度」の変数

と副作用リスクの交差項も作成した。リス

ク回避度が高いほど、副作用リスクが高い

場合、選択しなくなると予想される。 
 結果として、所得と価格の交差項は正で

有意であり、予想通りの結果であった。就

労と通院回数の交差項は正で有意であり、

予想に反する。就労していれば通院の機会

費用が高くなり、選択確率が低くなると予

想したが、むしろ高まっている。就労は所

得の高さにつながることから、通院の機会

費用より、所得制約のほうが選択確率には

影響するということなのだろうか？そこで、

所得（世帯）と通院回数の交差項を導入し

た。結果は正で有意であり、所得が高いほ

ど通院回数が多くても花粉症ワクチンを選

択することが示された。よって、所得制約

が花粉症ワクチンの選択に強く影響するこ

とが伺われる。しかしながら、いずれの交

差項も限界効果は非常に小さい。「リスク回

避度と副作用リスク」の交差項はいずれも

有意にならなかったが、符号は負であり、

予想と整合的である。 
 結論として、接種するかどうかの意思決
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定には副作用リスクが最も大きく影響する

ことが確認された。安全性を担保する規制

はもちろん、仮に事故が起きた場合の責任

の所在や保証制度についての法的整備が重

要である。また所得制約が接種に影響する

ので、何らかの費用補助のあり方を検討し

なければならないだろう。花粉症による医

療費削減、労働生産性向上を見込めるなら

ば、そのほうが公的に安上がりであること

からもこの点は検討に値するだろう。  
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